
一

第
三

十

六
号
議
案
　
東
京
都
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
三
十
六
号
議
案

東
京
都
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
六
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
表
中
「
生
活
文
化
局
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
、
同
表
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
の
項
を
削
る
。

　

第
二
条
の
表
政
策
企
画
局
の
項
第
三
号
中
「
報
道
及
び
青
少
年
」
を
「
広
報
及
び
広
聴
並
び
に
報
道
」
に
改
め
、
同
表
生
活
文
化
局
の
項
中
「
生

活
文
化
局
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
男
女
平
等
参
画
」
の
下
に
「
、
青
少
年
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

三　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
条
の
表
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
六
第
一
項
中
「
東
京
都
生
活
文
化
局
内
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
内
」
に
改
め
る
。
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二

（
提
案
理
由
）

　

戦
略
的
に
政
策
を
展
開
す
る
新
た
な
執
行
体
制
の
構
築
に
向
け
、
都
民
文
化
、
都
民
生
活
、
青
少
年
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
、
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
務
を
生
活
文
化
局
の
分
掌
事
務
か
ら
政
策
企
画
局

の
分
掌
事
務
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
。


